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日本のまんなか

水と緑といで湯の街渋川市

令和 7年 6月 第 1 市長定例記者会見ロ

。日時 令和 7年 6月 2日 (月 )

午後 1時
・場所 市役所本庁舎記者会見室

今年度高等学校卒業予定者を対象とした令和 7年度渋川地域企業ガイダンスを

開催します (資料 1)

2 渋川市20周年記念事業 心 と身体を整 えるバ ランスボールセ ミナーが開催 されます

(資料 2)

3 「渋川市地球温暖化に係る熱中症紺策方針2025」 に基づいて

熱中症から市民を守る取り組みを推進 します (資料 3)

4 「しぶかわ推し」のロゴマークを募集 します (資料 4)

5 渋川市の魅力を広く発信するために市公式Instagrム mを 開設しました (資料 5)

6 渋川市公式Instagramを 活用 し「高校生写真 コンテス ト～夏の部～」を実施 します

(資料 6)

その他資料提供

。令和 7年度第 4回 「渋川まちかど トーク」を渋川看護専門学校の皆 さんと

開催 します (資料 7)

○次回開催予定

日時 :令不日7年 6月 9日 (月 )

場所 :渋川市役所本庁舎 2階
年後 土時

記者会見室



市 長 の 主 な 週 間 日 程

月  日 時間 件 名 場   所 所  管

6月 2日 (月 )

9:00

13:00

庁議

市長定例記者会見

市役所本庁舎

市役所本庁舎

政策戦略課

広報室

6月 3日 (火 )

10:00

13:30

企業版ふるさと納税に対する感謝状の贈呈

水道水中のPFASに関する説明会

トーシン産業(株)研修所

市役所本庁舎

広報室

総務経営課

6月 4日 (水 )

7:30 辞馬県選出国会議員との朝食会 都市センターホテル 秘書室

6月 5日 (木 )

9:30

13:30

長寿者顕彰

(公財)群馬県市町村振興協会定例理事会

市内

市町村会館

高齢者安心課

秘書室

6月 6日 (金 )

6月 7日 (■ )

6月 8日 (日 )

6月 9日 (月 )

9:00

13:00

庁議

市長定例記者会見

市役所本庁舎

市役所本庁舎

政策戦略課

広報室



料 1

今年度高等学校卒業予定者を対象とした

令和 7年度渋川地域企業ガイダンスを開催 します

渋川市は、ハローワーク渋川と連携し、令和 7年度渋川地域企業ガイダンスを

開催します。

ガィゲシスでは、ハローワーク渋川管内の企業がブースを設け、高校生に対し

各企業を知る機会を提供します。

1概  要

ハローワーク渋川管内の雇用姑策の一環 として、就職を希望する渋川市内及び近隣

の高等学校 3年生を封象に、企業ガイダンスを開催します。

高校生に様々な業種の参加企業の説明を直接聞いてもらうことで、職業選択への広

い視野と自身の可能性を見つける足がかりとなり、就職への意識高揚及び地元企業ヘ

の就職 i定着の促進を目的に実施するものです。

2

3

時  令和 7年 6月 5日 (木)午 後 4時～ 5時40分

会  場  渋川市民会館  1階小ホール及び大ホールホフイエ

参加企業数  47社

参加生徒数  約 150人

主  催  ハ ローワーク渋川 (渋川公共職業安定所 )

渋川市

吉岡町、榛東村、渋川商工会議所、しぶかわ商工会、吉岡町商工会、

榛東村商工会

10 記者会見出席者

ハローワーク渋川 (渋川公共職業安定所 )

所長 阿都 勝良 (あべ かつよし)さ ん

4 内  容

令和 8年 3月 卒業予定の高校生に封 し、渋川市及び北群馬郡 (吉岡町及び榛東村 )

に就業場所がある企業が説明を行います。

参力日した高校生は、業種別に 4グループ (建設 。工事、製造業、運輸・サー ビス業

等、医療 。福祉)に分けられた企業の説明を 1グループ15分ずつ受けます。
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囲
過去の実施状況

(1)令和 6年度
。開催 日時

・会  場

・参加企業数

・参加生徒数

(2)令和 5年度
。開催 日時

,会  場

=参加企業数

・参加生徒数

令和 6年 6月 13日  午後 4時～ 5時40分

渋川市民会館 1階小ホール及び大ホールホフイエ

37社 (72人)               二

146人

令和 5年 6月 14日  午後 4時～ 6時

渋り|1市民会館  1階小ホール及び大ホールホワイエ

41社 (72人 )

137人

■問い合わせ先

産業観光部 部長 柴田 宏 (内線4899)

担当 :産業政策課 (電話0279-22-2596)

課長 山田 量俊 (内線4890)

商工 。産業振興係長 保科 【易介 (内線4895)
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料 2

渋川市20周年記念事業
心と身体を整えるバランスボールセ ミナーが開催されます

バランスボールを日常的な運動習慣として取り入れ、市民が生き生きと健康で

過ごすための環境づくりを行うことを目的とした「心と身体を整えるバランスボ

ールセミナー」が、令和 7年 6月 21日 (上 )に渋川市民会館で開催されます。

この事業は、女性の健康支援及び女性活躍の推進という観点において、渋川市

の持続可能なまちづくりに資する取り組みとして認められることから、「しぶか

わ未来共創推進事業補助金」の対象事業として市が採択し、実施されるものです。

1概  要
バランスボールを日常的な運動習慣 として取 り入れ、市民が生き生きと健康に過 ご

せる環境づくりを目的に、まるつと渋川盛 り上げ隊実行委員会が 「,さ と身体を整える

バランスボールセ ミナー」を開催 します。

この事業は、バランスボールが体幹強化や姿勢改善、産後の骨盤底筋群の回復サポ

ー トやス トレス軽減に効果があるほか、 日常生活の中にも気軽に運動習慣を取 り入れ

やすいツールであることに着 目し、とりわけ、 日常的な運動習慣の定着率が低い傾向

にある若年女性を中心に、女性の健康を支援することをねらいとした取 り組みです。

この取 り組みは、女性の健康支援や女性活躍の推進 とい う視り点において、渋川市の

持続可能なまちづ くりに資する取 り組み として認 められ、「しぶかわ未来共創推進事

業補助金」の対象事業 として市が採択 し、実施 されるものです。

2

3

4

日  時  令和 7年 6月 21日 (土)午 前10時～11時30分

場  渋川市民会館・小ホール (渋川市渋川2795番地)

容

　

　

師

△
ム
　

内

　

　

講5

バランスボールエクササイズを通 じた、心身の健康づ くりのための

講習会

バランスボールインス トラクター

上野 麻奈未 (う えの まなみ)さ ん

6 定  員

7 対  象

8入 場 料

9 参加方法

どなたでも

無料

「まるつと渋川盛 り上げ隊実行委員会」のインスタグラム (右上の 2次元コー ド)

のダイ レク トメンセ~ジまたは実行委員会あてにメール (maruttoshibukawall17@gma

il.com)で、①参加者名 。②年齢 。③市町村名を送信 してください。

※事前申込いただくと、スムーズにセミナーに参加できますが、当日の飛び入り参

加も可能です

120人

釜機A徹彗言Otttイ
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10 主  催  まるつと渋川盛 り上げ隊実行委員会

11 記者会見出席者
まるつと渋川盛り上げ隊実行委員会

代表 芝田 麻衣子 (し ばた まいこ)さ ん

1 まるつと渋川盛り上げ隊実行委員会について

渋川市内のにぎわい創出や地域課題の解決に寄与することを目的に、各種イベント

の企画・運営のノウハウを持つ代表者や渋川市民を中心に組織された団体です。

2 「しぶかわ未来共創推進事業補助金」について

渋川市の課題解決や魅力向上を目的とし、まちづくりに役立つ講習会等の開催を支

援する上限50万 円 (補助率10/10)の 補助金です。

3 昨年度における「し 来共創推進事業補助金 業

■問い合わせ先

総合戦略部 部長 鴻 田 吉史 (内線2410)

担当 :政策戦略課 (電話0279-2卜 8419)

課長 小野 篤史 (内線2420)

未来戦略係長 齋藤 大輔 (内線2423)
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|■ :開催場所|| ■1主催
'

|■開催,■ |

なないろのMORI令和 6年
10月 12日

渋川市勤労

福祉センター
なないろのMORI

子育て講演会
インクルーシブ実行

委員会
令和 6年
10月 14日

伊香イ呆公民館2 インクルーシブな社会を築き、

共生社会の構築実現の第一歩を

まるつと渋サ|1成_り 上

げ隊実行委員会
令和 6年
11月 17日

中村緑地公園3 ア ミューズマーケ ッ ト

in SHIBUKAVA

『みんなの学校』
渋川上映実行委員会

令和 6年
12月 14日

金 島ふれ あい

センター
4 みんなの学校

木村泰子先生講演会

渋川市勤労

福祉センター

なないろのMORI5 映画『 ノルマル17歳。一わたし

たちはADHD―』鑑賞会とグスト

とのフリーディスカッション

令和 6年
12月 15日

北橘公民館 まるつと渋川盛り上

げ隊実行委員会
6 女性の為のシンポジウム 令和 7年

2月 23日

伊香保公民館 インクルーシブ実行

委員会

7 「合理的配慮について

考える」セ ミナー
令和 7年
3月 3日

渋川市役所

第二庁舎

渋川市高校合同説明

会実行委員会
8 しぶかわ高校合同説明会 令和 7年

3月 23日

中央公民館 まるつと渋川盛 り上

げ隊実行委員会
9 Let'sお しごと体験 ! 令 和 7年

3月 30日



渋 川 市 20周 年 記 念 事 業 健 康 イベ ント

心 と身 体 を整 えるバ ランスボール セミナー

～ 心 と身 体 は 繋 が っ て い る !笑 顔 溢 れ る 毎 日 を ～

2025年 〔】/2 il(.と )

~同
日開催

業昧しぃキンテンカーも
出店します

講 師開催日

参加費

対 象

その他

時 間

場 所 渋川市民会館

10:00‐ ll:30
訂患演を聞きながら、バランスポール

エクササイズの体験をしていただく、

体験型セミナーです。

群馬県渋川市設川2795番地

無料

全年齢 男性も女性も可

体カメ鬱電蓋協ス協会

gこう
こ与竜と士壱ともイ誓珂

委員会
せ Ж  maruttoshibukawall17@gmailocom

バ ランスポ ール
インストラクター

産 機 指 導 士

上野麻奈未さん

バランスポールエクササイズで

心 と身体 を整えましょう

バ ランスボ ール エ クサ サ イズ は、運 動 不 足 の

解 消 や 姿 勢 改 善 に加 え、自律 神 経 や ホ ル モ ン

バ ランス を整 える効 果 も期 待 で きます。

tロ トニ ン分 泌 による気 分 の安 定 など、心 身 ヘ

の嬉 しい 効 果 が詰 まったエ クサ サ イズ です。

井

体験のみの参加は不可

〒約無しでの参加可

バランスボール持ち込み可

【主催】まるつと渋川盛り上げ隊実行委員会

【共催】アミューズマーケット

【後援】渋川市

この 事 業 は 、「 しぷ か わ 未 来 共 創 推 進 事 業 補 動 金 』を受 けて実 施 す るもの で す 。
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資料 3

「渋川市地球温暖化に係る熱中症対策方針2025」 に基づいて

熱中症から市民を守る取 り組みを推進 します

気候変動適応法の改正に伴い、これまでの「熱中症警戒情報 (熱中症警戒アラ

ー ト)」 に加え、「熱中症特別警戒情報 (熱中症特別警戒アラート)」 が創設され

ました。また、本年6月 1日 に、各事業所における熱中症対策を義務づける労働

安全衛生規則が一部改正されました。これを踏まえて渋川市は、所属毎に熱中症

対策に取り組むとともに、市民の健康被害の防止を図りながら長期的な地球温暖

化対策に取り組むため、令和6年度に引き続き、渋川市独自の「渋川市地球温暖

化に係る熱中症対策方針2025」 を策定しました。

今年度は、新たに「しぶかわ涼みどころ」と「クーリングシエルター」に民間

施設が4箇所追加されました。

1 目  的

近年の著しい暑さに姑応するため気候変動適応法が改正され、令和 6年 4月 1日 に

施行されました。この改正法の円滑な実施による、市民の健康被害の防止を図りつつ

長期的な地球温暖化紺策に取り組むには、市役所の部局横断的な対応が必要であるこ

とから、令和 6年度に引き続き「渋川市地球温暖化に係る熱中症対策方針2025」 を策

定しました。
この方針に基づいて、熱中症から市民を守る取り組みを推進します。

2 対応方針の主な内容

(1)渋川市内の暑 さ指数が31以上 と予測 された場合の対応

暑 さ封策施設 (しぶかわ涼み どころ)の開設及び公表を行います。

ア しぶかわ涼みどころの概要

気候変動適応法の規定にかかわらず、渋川市に最も近い暑 さ指数情報提供

地点において暑 さ指数が31以上と予測 された場合に、渋川市が暑 さ対策施設

として独 自に設置するものです。

イ 設置場所

・市有施設 :渋川市内の小中学校、学校給食共同調理場、保育所、幼稚園、

こども園、古巻公民館、各有料施設を除く全ての市有施設

・民間施設 :ベイシア渋川店、ベイシア渋川 こもち店、

ドラングセイムス渋川新町店、 ドラングセイムス渋川有馬店

※いずれ も令和 7年度から新たに指定

ウ 利用時間
′

。ベイシア渋川店、ベイシア渋川こもち店 :午前 9時～年後 8時
・ ドラッグセイムス渋川新町店、 ドラングセイムス渋川有馬店 :午前 9時～午

後 7時
・市有施設 :各施設の開館 。開庁・営業時間内

※他の民間施設でも開設 してもらえるよう、今後も民間事業者への協力依頼を行

います
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(2)熱中症警戒情報 (熱中症警戒アラート)発表時の対応

①熱中症警戒情報 (熱中症警戒)は、群馬県内の暑さ指数情報提供地点いずれか

において暑さ指数が33を超えると予測された時点で発表されます

②渋川市は、前橋市内の暑さ指数情報提供地点において暑さ指数が31を超えると

予測された時ッ点で、渋川市独自の熱中症警戒情報 (熱 中症警戒アラート)を市

ホームページや市公式LINEで発表します

③渋川市は、前橋市内の暑さ指数情報提供地点において暑さ指数が33を超えると

予測された時点で、防災無線による注意喚起の実施します

④イベント開催時は、事前に策定されたイベント毎の対応方針により熱中症警戒

情報 (熱中症警戒アラート)発表時に対応策を実施します

⑤熱中症警戒情報 (熱中症警戒アラート)伝達スキームを確認します

⑥庁内各所属における姑応構築及び情報共有を行います

(3)熱中症特別警戒情報 (熱中症特別警戒アラー ト)発表時

①熱中症特別警戒情報 (熱中症特別警戒アラー ト)伝達スキームを確認します

②指定暑熱避難施設 (ク ーリングシェルター)を開設し、開設後の市民への情報

共有を行います

ア クーリングシェルターの概要

気候変動適応法第21条に規定されている、熱中症による人の健康に係る被

害の発生を防止するために市長が指定する施設です。

群馬県内の暑さ指数情報提供地ッ点13地ッ煮の全てにおいて暑さ指数が35以上

と予測された場合に熱中症特別警戒情報が発せられた時に開設します。

イ 指定場所

市内の10公民館、ベイシア渋川店、ベイシア渋川こもち店、 ドラングセイ

ムス渋川新町店、 ドラングセイムス渋川有馬店を指定しています。

ウ 利用時間
。ベイシア渋川店、ベイシア渋川二もち店 :午前 9時～年後 8時
・ ドラングセイムス渋川新町店、 ドラングセイムス渋川有馬店 :午前 9時～

午後 7時
。公民館 :各施設の開館時間内

③各所属における対応方針の策定、対応体制の構築及び全庁的な情報共有を行い

ます

④市民へ熱申症特別警戒情報 (熱中症特別警戒アラー ト)の発表を周知します

3 運用期間 令不日7年 6月 1日 (日 )～ 10月 31日 (金 )

※翌年度以降は、国の基準や前年の気温等を考慮 し運用期間を変更

する可能性があります
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1 気候変動対応法の主な改正内容 :

(1)熱中症警戒情報 (熱中症警我アラー ト)と は

熱中症警戒情報は、各都道府県内に設置された暑さ指数情報提供地点のいずれ

かにおいて暑さ指数が33以上となることが予想される場合に、府県予想区等内単

位で発せられるものです。群馬県内には13箇所指定されています。

(2)熱中症特別警戒情報 (熱 中症特別警戒アラー ト)の創設

熱中症特別警戒情報は、各都道府県内に設置された暑さ指数情報提供地点の全

てにおいて暑さ指数が35以上となることが予想される場合に、環境大臣により都

道府県単位で発せられるものです。

(3)市区町村長による指定暑熱避難施設 (ク ーリングシェルター)の指定、開放及

び情報の公開

市区町村長は、あらかじめ指定暑熱避難施設 (ク ーリングシェルター)を指定

し公開すること、熱中症特別警戒情報 (熱 中症特別警戒アラー ト)が発せられた

際に同施設を開放することとされています。

2 気候変動適応法の改正に伴う12市の対応状況

気候変動適応法の改正により規定されたクーリングシェルターを環境省熱中症予防

情報サイ トにノム(表 しているのは、令和 7年 4月 16日 時点で渋川市の他に伊勢崎市、太

田市 (準備中)、 藤岡市、富岡市、安中市、みどり市となります。

3 渋川市内での「しぶかわ涼みどころ」が設置可能な施設数

渋川市内の29箇所の市有施設並びにベイシア渋川店、同渋川こもち店並びに富士薬

品株式会社が経営する ドラングセイムス渋川新町店、同渋川有馬店

4 令和 6年度の熱中症警戒情報 (熱中症警戒アラT卜 )の渋川市での発令状況

令不日6年度は、熱中症警戒情報 (熱 中症警戒アラー ト)及び熱中症特別警戒情報 (熱

中症特別警戒アラエ ト)のほかに、県内いずれかの暑さ指数情報提供地点において暑

さ指数が31以上と予測された場合に渋川市独自の「熱中症警戒情報 (しぶかわ熱中症

アラー ト)」 を発表しました。

また、前橋市内に設置された暑さ指数情報提供地υ点での暑さ指数が33を超えた場合

に、防災無線により暑熱警戒情報を発信しました。

各警戒情報の発表回数は、次のとおりです。
。しぶかわ熱中症アラー ト(WBGT31以 上)       35回
。熱中症警戒アラー ト(熱中症警戒情報発表時)    22回
。熱中症特別警戒アラー ト(熱中症特別警戒情報発表時)0回
・防災無線で周知 (前橋地点WBGT33以 上)       1回

令和 6年 6月 1日 ～10月 23日 において前橋市内の暑 さ指数情報提供地点で暑さ指

数が31を超えた日数

前橋市内の暑 さ指数情報提供地点で暑 さ指数が31を超えた 日数は、36日 で した。
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40人 (25人/62.5%)令和 2年度 16人 (5人 ) 20人 (16人 ) 4人 (4人 )

30人  (19人 ) 1人  (1人 ) 50人 (33人/66.0%)令和 3年度 19人 (13人 )

86人 (46人/53.5%)48人 (19人 ) 36人 (25人 ) 2人 (2人 )令和 4年度
1人 (1人 ) 76人 (57人/75.0%)令和 5年度 25人 (16人 ) 50人 (40人 )

37人 (32人 ) 3人 (3人 ) 71大 (52人/73.2%)令和 6年度 31人  (17人 )

6 渋川市内における熱中症に起因する救急出動件数

渋川広域消防本部による情報提供ですが、直近 5年間の渋川市内での救急搬送人数

は次のとお りです。

※ (  )内は60歳以上の人数と割合です

■問い合わせ先

市民環境都 部長 堀口 幸則 (内線1100)

担当 :環境森林課 (電話0279-22-2114)

課長 入澤 仁 (内線1140)

環境政策係長 小林 哲彦 (内線1146)
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資料 4

「しぶかわ推 し」のロゴマニクを募集 します

渋川市は、「これぞ渋川」と市内外に自慢できるモノを「しぶかわ推し」とし

て認定しており、現在、第 1弾としてメニュー (料理・菓子)を募集しています。

市内の魅力的なモノロコトを分かりやすく伝える「しぶかわ推し」を、より多

くの方に認知してもらい盛り上げていくため「しぶかわ推し」のロゴマークを募

集します。
採用作品をデザインした人には、賞金5万円を贈呈します。

1概  要

渋川市は、市内にある地域資源や飲食物等の魅力を、シビックプライ ド及びシティ

ブランドとして醸成し、市のプロモーション及び地域経済の活性化に資するため、市

内の魅力あるものを募集し、「しぶかわ推し」として認定しています。
「しぶかわ推 し」に認定されたモノ・コトを分かりやすく伝え、市の魅力発信と更

なる地域経済の活性化を図るため、「しぶかわ推し」のロゴマークを募集します。

2 募集内容
「しぶかわ推 し」に認定されたモノ・ コ トを分か りやす く伝え、プレミアム感のあ

るロゴマーク

※現在募集 している第 1弾 (料理・菓子)に限定せず、今後募集を予定 している景

観などを含 めて、渋川市をイメージできるデザイン

3 応募資格

渋)|1市 をこよなく愛する人であればどなたでも

※ 1人何点でも応募可です

4 募集期間

令和 7年 6月 2日 (月 )～ 7月 31日 (木)午後 5時必着

5 応募作品の主な条件

(1)文字を入れる場合は、漢字・平仮名・片仮名・ローマ字など自由な表現でデザイ

ンすること。ただ し、ローマ字を使用する場合は、ヘボン式 (例 :SⅢBUKAWA)で

表記すること

(2)イ ラス ト、書、版画、グラフィックデザイン等、デザイン手法や画材は問わな

い。絵柄と文字を組み合わせたデザインも可とする。幅広い世代の人に伝わりや

すいデザインとすること

(3)自 作の未発表の作品であること

(4)デザインは、縦横比 1:1程度とし、色数は自由ですが、フアレカラー、単色、モ

ノクロでの使用にも対応できるデザインとすること。また、拡大または縮小する

場合でも、イメージや安定感が損なわれないデザインとすること

(5)デジタルデータのみの応募とし、ファイアレ形式はJPEG、 PDF、 PNGフ
ァイルに限り、解像度は350dpi程度とすること
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6 応募方法

作品データと作品の説明文、
´
住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレスなどを

専用の応募フォーム、メール (s―oubo@city.shibukawao gunmao jp)、 郵送 (〒 377-8501
・渋川市石原80)、 持参のいずれかで広報室へ提出してください。

<応募フォームはこちらから

※応募フォームは、令和 7年 6月 2日 (月 )か ら公開します

7 選考方法

審査は、事前審査、 1次審査、 2次審査とします。事前審査及び 1次審査は庁内で

選定、 2次審査は市民投票を予定しています。

8 賞

採用作品をデザインした人には、賞金 5万円を贈呈します。

9 注意事項

採用作品の著作権などの一切の権利は、渋川市に帰属 します。

10 活用例

しぶかわ推 し事業に関する各種印刷物等 (チ ラシ、シール等 )

11 その他

事前審査か ら2次審査までを令和 7年 9月 末までに実施 し、10月 1日 (水)に審査結

果を公表 (市ホームページなど)する予定です。また、採用作品を使用する時期につ

いては、採用作品の公表後に改めてお知 らせする予定です。

囲
しぶかわ推 し第 1弾 (料理・菓子)の候補 B認定数 (令和 7年 5月 30日 現在 )

(1)候 補 =40品
(2)認定審査中=16品
※しぶかわ推 しのホームページはこちらからレ

■間い合わせ先

総合戦略部 部長 鴻田 吉史 (内線2410)

担当 :広報室 (電話0279-2歩2182)

室長 熊迫 徳三 (内線2419)

シティブランド発信係長 坂本 和馬 (内線2416)
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資料 5

渋川市の魅力を広 く発信するために市公式Instagramを

開設 しました

渋川市は、写真や動画の投稿や「いいね」機能の利用などInstagramの 特性を

生かし、市の魅力を広く発信することを目的に、渋川市公式Instagramを 開設し

ました。
渋川市公式Instagramには、「高校生写真コンテスト」の応募作品や「広報室

の職員が選ぶ今月のベストシヨット」、「しぶかわ推し」に認定したメニューな
どを投稿します。

1概  要
渋川市は、写真や動画の投稿や 「いいね」機能の利用などInstagramの 特性を生か

し、市の魅力を広く発信することを目的に、渋川市公式Instagramを 開設しました。

渋川市公式Instagramに は、今年度新たに実施する「高校生写真コンテス ト」で応

募された写真や広報室の職員が取材時に撮影した中で、各職員がお気に入りの 1枚を

選ぶ 「広報室の職員が選ぶ今月のベス トショント」、「しぶかわ推し」に認定したメ

ニューなどを投稿します。

2 アカウン ト情報
アカウント名=渋川市広報室 【公式】
ユーザーネーム=shibukawa kouhou
URL=https://wwv.instagramo com/shibukawa_kouhou

１

２

３

<渋川市公式Ihstagram

はこちら

3 運用開始 日  令和 7年 5月 22日

4 運用管理
(1)運用管理責任者=広報主管課長
(2)運用及び発信担当者=広報主管課職員

5 投稿内容及び投稿時期

(1)「 高校生写真コンテス ト」事業での活用

①投稿内容 :渋川市内に在住・在学する高校生を対象に、渋川市の魅力が伝わる

写真をコンテス ト形式で募集する「高校生写真コンテスト」を実施

します。募集した写真は、渋川市公式Instagramに掲載し、審査期

間中に閲覧者に「いいね」を押してもらいます。獲得した「いいね」

の数で入賞者を決定します。

②投稿時期 :令和 7年 9月 、12月 、令和 8年 3月 (「 高校生写真コンテス ト」の

審査開始日)

※令和 7年 9月 10日 (夏 の部σ)審査開始日)か ら投稿開始予定

(2)「広報室の職員が選ぶ今月のベス トショット」の投稿

①投稿内容 :広報室の職員が取材時に撮影した写真で、広報紙に掲載されなかつ

た写真のうち、お気に入 りの 1枚を投稿します。広報紙だけでは伝

えきれなかったイベントなどの様子が伝わる写真を投稿します。
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②投稿時期 :毎月の広報しぶかわ発行日               イ

※令和 7年 5月 30日 (広報しぶかわ6月 号発行日)か ら投稿開始

(例)広報しぶかわ 5月 号掲載 「Let'sお しごとチャレンジ」
広報紙掲載の写真      Instagram掲載の写真

iキ

※広報紙にはカメラマン体験の写真を掲載 しましたが、プログラミング体

験では、多くの子 どもたちがプログラミングを楽 しんでいました

(3)「 しぶかわ推 し」に認定 したメニューなどの投稿

①投稿内容 :「 しぶかわ推し」とは、市民や観光客などから「これぞ渋川」とい

えるモノを募り、皆さんの賛同を得たものを審査し「しぶかわ推し」

として認定するものです。「しぶかわ推し」に認定したメニューな

どを渋川市公式Instagramに 投稿することで、多くの人に市内の飲

食店などの魅力を知つてもらい、市のプロモーションと地域経済の

活性化につなげます。
②投稿時期 :認定審査会での「しぶかわ推し」認定後

※令和 7年 6月 中旬頃から投稿開始予定

渋川市公式 SNSの 状況 (令和 7年 5月 15日 時点 )

(1)渋川市公式 LINE
・運用開始 日 :令和 3年 4月 1日
・友だち数 :1万3,843人

(2)渋川市公式YouTubeチ ャンネル

・運用開始 日 :平成28年 5月 23日

・登録者数 :1,950人

(3)渋川市公式X
・運用開始 日 :平成24年 3月 1日
・フォロワー数 :4,534人

日間い合わせ先

総合戦略部 部長 鴻田 吉史 (内線2410)

担当 :広報室 (電話0279-22-2182)

室長 熊迫 徳三 (内線2419)

シティブラン ド発信係長 坂本 和馬 (内線2416)
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資料 6

渋川市公式Instagramを 活用 し
「高校生写真コンテス ト～夏の部～」を実施 します

渋川市内に在住・在学する高校生を対象に、渋川市の魅力が伝わる写真をコン

テス ト形式で募集します。今回募集するのは「夏」の写真です。

募集した写真は、渋川市公式Instagramに 掲載し、閲覧者の「いいね」の数に

より入賞者を決定します。最優秀賞の受賞者には、渋 Pa y5,000ポ イント、優

秀賞の受賞者には、渋 Pa y3,000ポイントを贈呈します。

1概  要
高校生目線で渋川市の魅力を写真で発信することで、自分たちが住むまたは通学す

る渋川市に姑しての愛着や誇 りといつた郷土意識の醸成を図ることを目的に、「高校

生写真コンテス ト」を実施します。
コンテス トは季節ごとに実施します。今回は、「夏」の写真を募集します。

募集した写真は、コンテス トの実施に伴い新たに開設した渋川市公式Instagramに

掲載し、閲覧者の「いいね」の数により入賞者を決定します。

2 募集する写真

令和 7年 6月 1日 (日 )～ 8月 31日 (日 )に撮影 された市の魅力が伝わる写真 (風景、

イベン ト、観光資源など)

3

4

募集期間  令和 7年 7月 1日 (火 )～ 9月 5日 (金 )

応募資格  渋川市内に在住または在学する高校生

5 応募条件
(1)応募者本人が撮影したオリジナルの写真作品であり、未発表で他のコンテス ト

等に応募していないものに限ります

(2)合成 。組み写真は不可とします (適度な加工処理は可)

(3)応募者以外の被写体 (人物、美術品、商標、建築物等)について、当該人や権

利者の承諾を得てください

6 応募方法
市ホームページにある応募フォームに必要事項 (氏名またはニックネーム、電話番

号、作品タイ トル)を入力して送信してください。

7 審査方法
渋川市公式Instagramに 応募作品を掲載し、令和 7年 9月 10日 (水)～ 9月 30日 (火 )

年後 3時までに得た閲覧者の「いいね」の数により受賞作品を決定します。

誉
貝

・最優秀賞 (1点)=渋 Pay5,000ポイント (5,000円相当)

。優秀賞  (4点)=渋 Pa y3,000ポイント (3,000円相当)

※同期間で複数の賞は獲得できません
※審査の結果、該当作品が無いまたは予定数に満たない場合があります

※受賞対象作品であっても応募資格や応募条件に違反した場合は賞の姑象外とします
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9 入賞作品の発表
入賞作品は、10月 に市ホームページで発表する予定です。

10 作品の利用
応募作品は、渋川市公式ホームページ、SNS及び広報紙などに掲載し、渋川市の

魅力を高校生目線で発信します。

11 今後のコンテス ト実施予定

(1)秋の部

①募集内容
令和 7年 9月 1日 (月 )～ 11月 30日 (日 )に撮影された市の魅力が伝わる風景、イ
ベント、観光資源などの写真

②募集期間 令和 7年 10月 1日 (水 )～ 12月 5日 (金 )

(2)冬の部
①募集内容
令和 7年 12月 1日 (月 )～令和 8年 2月 28日 (土)に撮影された市の魅力が伝わる

風景、イベント、観光資源などの写真
②募集期間 令和 8年 1月 1日 (木)～ 3月 6日 (金 )

囲
昨年度に実施 した「渋川市内高等学校写真部等による写真展」について

(1)日  時 :令和 7年 1月 21日 ～27日 午前 8時30分～年後 5時 15分

※土 ,日 曜 日を除く

(2)場 所 :渋川市役所本庁舎 1階 市民ホール

(3)テ ‐マ :「色」

(4)出展者 (人数 。作品数 )

・渋川高等学校写真部 (5人・5作品)

・渋川女子高等学校写真部 (2人。2作品)

・渋川工業高等学校写真部 (14人・14作品)

。渋川青翠高等学校写真同好会 (7人・7作品)

※合計28人・28作品

■問い合わせ先
総合戦略部 部長 鴻田 吉史 (内線2410)

担当 :広報室 (電話0279-22-2182)

室長 熊迫 徳三 (内線2419)

シティブランド発信係長 坂本 和馬 (内線2416)
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7

ロ令和 7年度第 4 「渋川まちかど トーク」を

渋川看護専門学校の皆さんと開催 します

市民などで構成する団体と市長などの市の関係者が、設定したテーマに基づい

て意見交換を行う「渋川まちかどトーク」について、令和7年度の第4回 を、6

月6日 (金)に「渋川看護専門学校」の皆さんと開催します。

1概  要
「渋川まちかどトーク」は、市民等で構成された団体と市長などの市関係者との意

見交換を行う広聴事業です。事前に設定したテーマに基づいて意見交換を行うことに

より、市民ニーズなどを的確に把握し、市と市民等との協働によるまちづくりの関係

を構築することを目的として開催するものです。

今回は、北毛地域の特性と、そこで生活する人々を理解し、専門的知識・技術をも

とに、人々の健康保持・増進に貢献する方法を学ぶことを、教育目的の一つとしてい

る「渋川看護専門学校」の皆さんと意見交換を行います。

2 日  時  令和 7年 6月 6日 (金)午 後 1時～ 2時30分 (予定)

3 場  所  渋川看護専門学校 (渋川市金井356番地 )

看護学を学ぶ私たちが考える『誰もが自分らしく生き生きと暮らせ

る町』について

5参 加 者

・渋川看護専門学校 2年生の皆さん (22人 )

・副市長、総合戦田各部長、育都推進部長、政策戦略課長、健康増進課長

6そ の 他

(1)「渋川まちかどトーク」は、令和 5年度から導入した広聴事業です。事業実施希

望団体からの申し込みにより開催し、今回が通算で5回 目の開催となります。

(2)県内12市において、市長と市民等との意見交換の機会を設けているのは、渋川

市のほか前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市 (休止中)、 沼田市、館林市、安中市、

みどり市の 8市です。

4テ ー マ
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囲
過去の実施状況

(1)令和 6年度

・第 1回

①参加団体 :渋川市老人クラブ連合会

②実 施 日 :令和 6年 10月 4日

③参 力日者 :渋川市老人クラブ連合会15人 ※傍聴人 1人

④テ ー マ :高齢者の日常生活での困りごと

(2)令和 7年度

・第 1回 (通算 2回 日)

①参加団体 :マ ンマ・おのがみ

②実 施 日 :令和 7年 4月 23日

③参 力日者 :マ ンマ 。おのがみ 7人 ※傍聴人 1人

④テ ‐ マ :小野上の地域課題とワークライフバランス

。第 2回 (通算 3回 日)

①参加団体 :庭カフェ未来共創部

②実 施 日 :令和 7年 5月 21日

③参 カロ者 :庭カフェ未来共創部 5人

④テ ー マ :渋川市の未来共創について
。第 3回 (通算4回 目)

①参加団体 :はは―ず

②実 施 日 :令和 7年 6月 1日

③参 力日者 :はは―ず 9人 ※傍聴人 2人

④テ ー マ :子 どもが自分も相手も大切にできる社会に向けた、これからの学校

教育について

■間い合わせ先

総合戦略部 部長 鴻田 吉史 (内線2410)

担当 :広報室 (電話0279-2歩 2182)

室長 熊迫 徳三 (内線2419)

広報広聴係長 武井 香代 (内線2414)
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